
電力・ガス取引監視等委員会 第２６回 制度設計専門会合 議事

録 １．日 時：平成３０年１月３０日（金）１０：００～１２：０７ 

２．場 所：経済産業省経済産業省本館１７階国際会議室 

３．出席者： 

稲垣座長、圓尾委員、林委員、安藤委員、岩船委員、大橋委員、草薙委員、新川委員、

辰巳委員、松村委員、山内委員 

（オブザーバー等）

＜電力＞ 

小山裕治 中部電力株式会社販売カンパニーお客様営業部長、國松亮一 一般社団法人日

本卸電力取引所企画業務部長、佐藤悦緒 電力広域的運営推進機関 理事、白銀隆之 関

西電力株式会社電力流通事業本部副事業本部長、中野明彦  ＳＢパワー株式会社取締役

兼ＣＯＯ事業戦略部部長、谷口直行 株式会社エネット取締役営業本部長兼低圧事業部

長、中野隆 九州電力株式会社コーポレート戦略部門部長（エネルギー戦略担当）、澤井

景子 消費者庁消費者調査課長、藤井宣明 公正取引委員会調整課長、小川要 資源エネ

ルギー庁電力産業・市場室長、曳野潔 資源エネルギー庁電力基盤整備課長、鍋島学 資

源エネルギー庁電力基盤整備課電力供給室長 

＜ガス＞ 

幡場松彦 一般社団法人日本ガス協会副会長・専務理事、松村知勝 一般社団法人日本コ

ミュニティーガス協会専務理事、佐藤美智夫 東京電力エナジーパートナー株式会社常務

取締役、内藤理 一般社団法人全国ＬＰガス協会専務理事、佐藤 石油連盟常務理事（代

理）、沢田聡 東京ガス株式会社常務執行役員、柴山豊樹 資源エネルギー庁ガス市場整

備室長 

４．議題 

（１） ガスにおけるスイッチング業務の標準化について

（２） 一般送配電事業者による調整力の公募調達結果等について

（３） 一般送配電事業者のインバランス収支の状況について

（４） 西日本のエリアプライスについて

（５） 東日本のエリアプライスとインバランスの関係について

（６） 先渡市場の活性化について

（７） HJKS 次期システムについて
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○新川総務課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまより電力・ガス取引監視

等委員会第 26回制度設計専門会合を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、本日もご多忙のところをご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 本日は、２部構成とし、第１部としてガスに関する議題について検討を行い、第２部と

して電力に関する議題について検討を行うことといたします。途中、オブザーバーの皆様

には交代をお願いすることとなりますが、よろしくお願いいたします。 

 なお、大橋委員からは、１時間程度遅れて参加する旨のご連絡をいただいております。 

 また、オブザーバーで出席予定でありました石油連盟の押尾常務理事でございますが、

佐藤企画副部長に代理でご参加をいただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、議事に入りたいと存じます。 

 以降の議事進行につきましては、稲垣座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いい

たします。 

○稲垣座長  皆さん、おはようございます。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 第１部の議題は、「ガスにおけるスイッチング業務の標準化について」の１つでござい

ます。 

 そして、第２部の議題は、議事次第に記載した「一般送配電事業者による調整力の公募

調達結果等について」ほか、６つございます。 

 本日は議題が多く、また 12 時頃の終了が見込まれておりますので、どうぞ議論の時間

を確保するために、事務局の説明はできるだけコンパクトにお願いいたします。 

 なお、本日の議事の模様は、ユーストリームで、インターネット同時中継を行っており

ます。 

 それでは、議題（１）に移ります。議題（１）ガスにおけるスイッチング業務の標準化

について、事務局から説明をお願いいたします。 

○鎌田取引監視課長  おはようございます。資料の３番をご用意いただきたいと思いま

す。 

 表紙をめくっていただいて、１ページでございます。 

 １ページは、「前回の振り返り」ということでまとめておりますけれども、前回の会合

においてお示ししました、要求情報等のスイッチング業務の標準化に向けた課題について



 - 2 - 

の再掲でございます。きれいに分け切れない部分もありますけれども、「要求情報」「レ

イアウト」等、４つのカテゴリーに整理し、本日は、これらの課題に対する今後の取り組

み方針、対応方針について、ご報告をさせていただきます。 

 ２ページでございます。こちらの下の表でございますが、現在、スイッチングに際しま

して、小売事業者と導管事業者の間でやりとりをされている主な情報をまとめたものでご

ざいます。表の右端に「○」印が７つございますが、これらは日本ガス協会（ＪＧＡ）が

フォーマットを作成し、ガス事業者に展開しているものになります。 

 しかしながら、スイッチングに際しましては、これらのほかにもやりとりされている情

報があり、またＪＧＡのフォーマットにつきましても、スイッチングには必ずしも必要の

ない情報もあるのではないかという問題がございまして、標準化に向けたさらなる取り組

みが必要と考えているところでございます。 

 ３ページでございますが、こちらは現在のスイッチング業務フローを参考までにまとめ

たものでございます。 

 ４ページから各論になりますけれども、まずカテゴリーの１つ目の「要求情報」につい

ての標準化でございます。 

 ２ページでお示ししました情報のほかに、例えば需要家の意思確認等の名目で、供給条

件の説明に用います「14 条書面」であったり、あるいは「お客様確認書」を求めたり、

あるいは供給能力の担保の観点から「供給検討依頼書」を求める、あるいは保安情報に係

る法定事項以外の情報も求めるといったケースがございますが、こうしたスイッチングに

必ずしも必要とは考えられない情報につきましては、原則不要とするなど、スイッチング

業務を行うために真に必要な情報と不要な情報とを整理し、要求情報を定型化してはどう

かと考えているところでございます。 

 ５ページでございますが、こちらではＪＧＡのフォーマットにおきまして必ずしも必要

ないのではないかと思われる要求情報の例を示しております。 

 例えば、左下の図には、赤で囲っておりますけれども、12 カ月のガスの使用量の見込

みとありますが、例えば導管の供給能力が担保できるか確認するためということであれ

ば、少なくとも新規開栓ではなく、スイッチング申し込みの場合には、こういった情報は

不要ではないかと考えているところでございます。 

 また、右の方には、ガスメーターに関する社番を求める項目がございますが、こちらに

つきましても、供給地点特定番号が間違っていないかチェックするということであれば、
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ほかに需要家名といった情報があれば十分ではないかと考えているところでございます。 

 ６ページでございます。こちらは、２つ目のレイアウトに関する標準化の問題でござい

ます。 

 レイアウトの課題につきましては、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの大手３社とそれ以

外の導管事業者とでは状況が異なっております。大手３社につきましては、既にガス会社

側が提供するシステム画面に新規参入者がアクセスをしまして、必要情報を入力すること

で、スイッチング手続が行えるようになっておりまして、さらに 2019 年、来年２月に

は、共通仕様ＡＰＩの運用を開始する方向で検討が進められておりまして、これによりま

してレイアウトの問題は解消される方向にあるかと思います。 

 他方、その他の導管事業者につきましては、ＪＧＡのフォーマットをそのまま使用する

事業者がある一方で、そのフォーマットを独自に加工する例もあり、ばらつきがみられる

ということでございますので、電子ファイルの作成、電子メールでのやりとりが必要とな

ることを踏まえますと、データ処理に支障を来さないようにレイアウトの統一を図ること

が必要かと考えているところでございます。 

 １ページ飛んでいただきまして、８ページでございます。こちらは、レイアウトが一致

していない具体例をお示ししております。 

 まず、青線で結んでおりますＡ社とＢ社につきましては、例えばそもそも申込者名の情

報の位置が全く異なっている例でございます。 

 それから、オレンジの線で結んでおりますＡ社とＣ社でございますが、こちらは一見、

同じようなレイアウトにみえますけれども、ガスの使用者名の情報のセルの位置が１行ず

れているといった状況になっているところでございます。 

 こういったわずかな違いで、効率的なデータ処理を妨げないようにしようということで

ございます。 

 ９ページでございます。もう１つ、レイアウトに関するものとして、スイッチングに際

してやりとりをするファイルの数を少なくしようというものでございます。 

 ＪＧＡのフォーマットの場合、顧客１名につきまして、１つのファイルを作成するとい

う形になっておりますけれども、効率的な情報のやりとりを担保するためには、１つの

ファイルで複数の顧客のスイッチング手続を行えるようにしてはどうかというものでござ

います。 

 10 ページでございます。こちらは、情報共有の手段に関するものでございます。大手
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３社に関しましては、先ほども申し上げましたように、既にシステムを通じた電子データ

による情報共有が行われておりますけれども、その他の導管事業者に関しましては、一部

ＰＤＦであったり紙媒体といったデータの読み取りが困難な形での情報共有が行われる

ケースもみられるというのが実情でございます。 

 この点に関しましては、システム改修、あるいはシステムの導入等にかかるコスト面を

含めまして、速やかな電子データでの対応がどうしても困難という事業者に対しまして

は、実施までに猶予期間を設けつつ、電子データのやりとりを原則とする方向で、全体と

して標準化を進めることにしてはどうかと考えております。 

 11 ページでございます。その他ということで、標準化が必要と認められるものの例と

しまして、スイッチングの申込期限と供給地点特定番号を挙げております。 

 大手３社につきましては、申込期限につきましては、検針日の５営業日前まで、供給地

点特定番号につきましては、前３桁を導管事業者コードとします 17 桁とされております

けれども、他の導管事業者につきましても、全体的には同様とする方向で検討し、標準化

を進めていくこととしてはどうかと考えているところでございます。 

 最後、12 ページでございますが、今後の標準化方針のまとめでございます。 

 以上、要求情報、レイアウト、情報共有手段、その他につきまして、スイッチング手続

の標準化の方向性について説明をさせていただきました。 

 今後につきましては、電力・ガス取引監視等委員会も積極的に関与しつつ、新規事業者

と導管事業者の間で協議を進め、中小の導管事業者には必要な配慮をしつつも、全体とし

ては標準化を進めていくことが重要と考えております。 

 また、検討状況、進捗状況につきましては、適時、制度設計専門会合において報告を

し、必要な議論を行うなど、適切にフォローアップを行っていくこととしたいと考えてお

ります。 

 また、小売事業者と導管事業者が関係する業務には、今ご説明しましたスイッチングの

ほかにも、開栓業務、閉栓業務といった業務がありますが、これらの業務につきましても

同様の方針で標準化を進めていくこととしたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、この件については、10 時 20分をめどに終えたいと思います。 

 委員の皆さんからのご発言を求めます。お願いいたします。 
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 草薙委員、お願いいたします。 

○草薙委員  ありがとうございます。 

 まず、事務局による振り返りというのが１ページにございまして、２つポツがございま

すが、これまではＪＧＡが主体となって標準化を進めてきたけれども、２つ目のポツで、

「今後、電力・ガス取引監視等委員会が中心となって」という大変頼もしい言葉があり、

うれしく思っております。こういった形で、積極的に進めていっていただきたいと思って

おりまして、今回の事務局の提案にも賛成いたします。 

 １点、４ページのところですが、要求情報のところで、２つ目のポツのところですが、

「スイッチング業務を行うために真に必要な情報と不要な情報を整理し、要求情報を定型

化する」ということですけれども、「真に必要な」という部分、そして「不要な」という

部分、これはもっと丁寧にいいますと、恐らく必須の情報と有益な情報があって、そこは

区別して、有益な情報は省くことがあり得るという整理なのかなと思っております。 

 ここで、有益な情報を用いて、人為的なミスを防ぐことが、ストレスのないスイッチを

可能にする上で重要だと思いますので、スイッチング業務を行うために有益な情報を記入

するような備考欄の活用等も求められるのではないか。これはスイッチをねらう事業者に

は、ミスを防ぐ、一手間をかける作業となるかもしれませんが、その動機があると思いま

すし、可能ならそのような努力に報いる制度があってもよいのではないかと思います。 

 具体的には、５ページのところですけれども、２つ目のポツのところで、「ガスメー

ター社番等は不要としてはどうか」とございますが、例えば同一人物が自宅でお店を開い

て商売し、かつ生活をしている場合に、家庭用と商業用で契約を分けるということがござ

います。その場合に、供給地点特定番号とガスメーター社番を２つずつ持つということに

なり得るわけでありますが、それをスイッチする場合に、家庭用だけスイッチするとか、

またその逆で、商業用だけスイッチするというときに、ミスが起こることがあり得るので

はないかと心配いたします。 

 つまり、すべて特定することが容易にできる状況であれば、その情報はきちっと載せて

おく。それがミスを防ぐことになるはずでありまして、そのようなことができる仕組みの

方が優れていると考えます。 

 そのような形で、より細かな制度設計を期待申し上げたいと思います。総じて賛成させ

ていただきます。ありがとうございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 
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 それでは、辰巳委員、お願いいたします。 

○辰巳委員  ありがとうございます。 

 今日のご説明の進め方ということで、賛成なのですけれども、導管事業者と小売事業者

の間の関係のような書き方ばかりなされているもので、その裏には必ずお客様がいて、お

客様にとって不都合であるということが明確にわかれば、導管事業者ももちろん想定の上

の話とは思うのですけれども、そのあたりが少し薄いような気がするので、導管事業者さ

んにとってやりにくいこともあるかもしれませんけれども、ぜひお客様にスイッチしたい

なという気持ちを萎えさせるようなことがないようにお願いしたいなという、その希望だ

けでございます。よろしくお願いします。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  今回の提案は、すべて合理的な提案だと思います。すべて支持します。 

 その上で、事業者の体質というと変なのですが、フォーマットがあって、微妙に違って

いるというのは、なぜわざわざ変えるのかが、とても不思議。デフォルトが既にあるな

ら、そのまま使えばいいのに、どうして。この点を考える必要があると思います。 

 私たちは、電力事業者で同種の問題でさんざん悩まされてきた。何でそれぞれの会社ご

とに、この栓のコードはこの色なのに、別の会社だと別の色なのですかという類いの問題

に、さんざん悩まされてきた。それは深い考えもなしに、僅かな自己満足のためにやって

いるのだろうけれども、それは社会的にはコストを上げている。勝手な自分たちの都合で

やるのではなくて、統一してくださいということはさんざんいってきたのだけれども、ま

だ山のようにその類いの問題が残っているわけです。 

 今回、こんなものが出てきたということは、ガス事業者もそういう体質があるのではな

いかと疑わざるを得ない。自分たちはそれなりに小さな理由があって、悪意無く無邪気に

つまらない理由で変えているのでしょうけれども、それがどれだけ社会に、結果的に消費

者に迷惑をかけるのかという意識がとても希薄だったから、こういうことをしてしまうの

ではないか。これは氷山の一角で、自分たちがこだわりを持って独自の経営をすることは

とても重要なことだけれども、意味あることで独自性を発揮して欲しい。本当にお客さん

にとって意味のあることですか、ということを常に考えて、これから行動していただきた

い。行を少しずらして自分たち好みの書式にするのは、それなりに理由があってしている

のだろうけれど、結果的に社会的費用を上げる。こんなことが起こったということを前提
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として、これからも監視をしていかなければいけないのではないか。 

 さらにいうと、これはガスだけではなく、その体質については電気も共通だということ

も認識して、どちらの監視も、ほかのものも含めてちゃんとやっていただきたい。 

 次に、ミスが起こってはいけないという点ですが、これは電気のときにもさんざん同じ

ことをいっているのですが、契約の話とシステムの話でミスが起こってはいけないという

ことの程度が違うことを認識すべきだと思っています。もちろん、お客様の契約のことに

ついてはミスを起こしてもいいというつもりでは決してないのですが、ミスを犯した結果

として、そのお客さんが停電するというたぐいのミス、更には系統が崩壊してしまうとい

う話と、お金の精算で、後から間違っていたので直すというミス、もちろんどちらもあっ

てはいけないことではあるけれども、後から対応できるような後者のミスとでは、当然重

みが違う。 

 この場合は、ガスを止めてしまい、数日間寒さに震えるということになるのか、あるい

は契約上のミスなのか。止まってしまうというミスと同じレベルで契約上のミスが起こっ

てはいけないということを言い過ぎると、今後は逆に、お客さんのスイッチの利便性を著

しく損ねかねない。 

 草薙先生がおっしゃったようなマイナーな例は、ないとはいわないけれども、私は全く

逆にそういうことを言い過ぎるからお客さんの利便性を損なうことも同様に心配していま

す。そもそも供給地点番号なんて本当に必要なの、ということすら疑っている。常識的に

いえば、場所と名前と、もし契約しているのだったら、それは家庭用なのか、自宅用なの

か、一括なのか、そんな程度のことで十分なのではないか。今、この場で、供給地点番号

をつけるのをやめるという提案をするつもりではないのだけれども、これだって私には自

明に必要な情報ではないと思っているぐらいなので、ほかのものを要求するなら、よほど

その必要性が説得力を持って説明できるもののみにしていただきたい。以上です。 

○稲垣座長  佐藤オブザーバー、お願いいたします。 

○佐藤東京電力ＥＰ常務取締役  まず、前回、我々が出しました意見に対しまして、今

回、事務局をはじめとした関係の皆様に真摯にご検討いただけることに感謝申し上げたい

と思います。 

 来年２月に向けて進めております、大手ガス３社様との共通ＡＰＩによる連携の準備と

並行して、その他導管事業者様とのスイッチング手続業務が事務局がご提案のような方向

で標準化されれば、システム面での参入障壁が大幅に改善されまして、確実にガス小売全
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面自由化によるメリットを多くの消費者の方が得られるものと考えております。 

 今後の標準化に向けたアクションにおきましても、私どもはしっかりと注力してまいり

ますので、本件を引き続き進めていただくよう、よろしくお願いします。 

 また、自由化を進めていく中で、今回のような細かな点が参入障壁となるような場合が

多々ございます。今後も業務を進めていく中で、今回同様なことがあれば、声を上げたい

と思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 私からは、以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 圓尾委員、お願いいたします。 

○圓尾委員  私も今回の事務局の提案、このとおりでいいと思いますが、さっきも

ちょっと議論がありました、必要不可欠な情報に絞るという点はしっかりやるべきだと思

います。 

 草薙先生がおっしゃった例以外にも、幾つか考えれば気をつけるべき例はあるとは思い

ます。ただ、そのために記入しなければいけない項目が増えてくると、それに該当しない

例も含めて、事業者の負担も増えますし、消費者の負担も増えますし、コスト対効果では

ないですが、バランスもちゃんと考えていかなければいけないと思います。スムーズなス

イッチング業務が進むことを今回目指しているわけですので、必要不可欠な情報とは何か

をまずは突き詰めるべきと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 幡場オブザーバー、お願いいたします。 

○幡場日本ガス協会副会長・専務理事 何点か意見とお願いをさせていただきたいと思っ

ております。 

 今、話題になっておりますスライド４で、必要な情報と不要な情報の整理ということで

すが、もちろんその整理はできるだけやらなくてはいけないと思います。従来から導管事

業者は、法定かどうかは別にして、法定以外の自主的な項目についても、お客様の保安の

確保、向上のために、いろいろな取り組みをしてまいりました。 

 また、お客様に迷惑をかけない正確な仕事という点では、いろいろなデータをしっかり

と確認することもやってまいりました。 

 今回、一部の事業者が新規参入者様に、これもお願いしますということは、決して参入
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を阻害するということではなくて、ぜひ同じようなお客様に対する正確で、確かな仕事を

しましょうという意味で、お願い申し上げた経緯もございます。もちろん、真に必要か不

要かといういろいろな判断をしていただいた上で、必ずしも二者択一ではなくて、場合に

よっては新規参入の小売事業者様にご理解いただけるような場合は、個社同士の相互の協

議、理解で、整理をしていくともあってもいいのではないかということを、１つ思ってお

ります。 

 ２つ目は、松村先生からも体質のことをおっしゃられましたけれども、もともと 200号

の事業者が、例えば１万件に満たないお客様エリアで都市ガス業を営んできまして、効率

性とか、正確性、あるいは地域性に応じて、この仕事とこの仕事は関連しているので、こ

ういう帳票をつくろうということを工夫してやってきた経緯がありますので、自由化の前

から 200号の事業者は、それぞれ微妙に違ったやり方やシステムを持ってきたという経緯

がありますので、決して自由化のスイッチングを阻害するようなことではなくて、そうい

う経緯でまず仕事ができ上がっているということをご理解をしていただきまして。 

 加えて、前回も申し上げて、大変しつこくて恐縮ですが、それぞれ規模の大小があった

り、従業員が少なかったりしておりますので、標準化の時間的な余裕をいただくのは大変

ありがたいのですが、加えまして費用の負担、費用の在り方等についても、いろいろご利

用いただけると大変ありがたいと思っております。 

 いずれにしましても、ガス協会としましては、引き続き監視等委員会、あるいはガス市

場整備室、ご当局とご相談申し上げて、あるいはご指導いただきながら、会員事業者に対

するしっかりとした情報提供、情報共有、あるいは個別相談に応じながら、一段とよりス

ムーズなスイッチング業務が実現するように、さまざまな支援活動を進めてまいりたいと

考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、佐藤代理、お願いいたします。 

○佐藤石油連盟企画部副部長  本来であれば常務理事の押尾が申し上げるところです

が、急遽欠席となりましたので、代理が発言させていただきます。 

 今回、スイッチング業務について、原則標準化を進めていく方針が示されました。新規

参入者の立場といたしましては、今回示された要求情報、レイアウト等々、各項目の方針

と具体的アクションについては、ガス市場における競争環境整備の観点から必須のものと
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認識しております。 

 仮にいずれかの項目がこの方針に沿って運用がなされないといった場合につきまして

は、新規参入の観点から問題が生じると思いますので、今回の標準化方針が確実に実行に

移されるようお願いしたいと思います。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 安藤委員、お願いいたします。 

○安藤委員  ありがとうございます。 

 今までのやりとりを聞いていて、少し心配になったので発言させていただきます。 

 確かに松村委員がおっしゃっていたフォーマットの違いを、何か陰謀論みたいにいうの

はさすがに違うのかなと個人的には思ったのです。といいますのも、フォーマットの違い

などというのは、あえて独自にしていたというよりも、スイッチングがそもそも行われな

い時代には、ほかの地域とすり合わせをする必要がなかった。独自にやっていて、それで

うまくいっていた。そして、スイッチングが行われないのであるから、あえてスイッチン

グ・コストを上げるような取り組みが必要なかったのだろうというのは理解できます。 

 しかし、これまでばらばらだったから、それを引きずっているから仕方ないというの

は、ルールが変わった現状を踏まえると、ふさわしくないのではないか。手間がかかるか

らやりたくないというのではなくて、導管事業者にはネットワークを担う立場として、中

立的に切り替えが可能なように振る舞っていただきたいと思うわけです。 

 そして、先ほどガス協会の方から、場合によっては個社同士の協議でいろいろやればい

いではないかというお話があったのですが、私はこの発言をとても危険だと思っておりま

して、特に１ページ目、今回の資料の「前回の振り返り」にあるとおり、これまでガス協

会が主体となって標準化を進めてきたけれども、なかなかうまくいかないから、電力・ガ

ス取引監視等委員会が中心となって、主体を切り替えてでもしっかりやろうとしている

中、ガス協会の方で、個社同士で必要だと思えば、協議して納得してやってもらえばいい

ではないかとかいっていると、いつまでたっても、まだ協議をやっている途中です、と

なっては意味がないと思うので、ここは委員会が中心となって、明確な基準を設けること

がぜひ必要だと思うので、今回のこの資料に賛成します。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 
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 皆様、よろしいですか。 

 課長、今の意見を踏まえて、幾つか質問等が出ていますので、ご回答をお願いします。 

○鎌田取引監視課長  １つ重要なのは、要求情報に関していろいろとご意見をいただき

まして、こちらにつきましては、各委員からのご指摘を踏まえまして、必要な情報、ある

いは不要な情報というところをしっかり見極めていきたいと考えております。 

 それから、辰巳委員から、消費者の目線というお話がございました。手続の話になる

と、どうしても導管事業者と新規事業者の方にイメージは偏ってしまいますけれども、そ

の裏にあるのは、需要家、消費者が、この小売業者から供給を受けたいといったときに、

それがスムーズに実施されるようにすることが今回の取組の目的であることは忘れないよ

うにしたいと考えておりますす。 

 いずれにしましても、これからガス協会さんを中心に、導管事業者さんとやりとりをし

ながら、要は事務的な手続でスイッチングが阻害される、遅れるといったことがないよう

に対応することが一番重要だと思いますので、その辺をしっかり頭に置いて対応していき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 委員の皆様からのご発言、さまざまございました。先ほど安藤委員から、ルールが変

わったというお話がありましたけれども、ルールが変わった程度のものではなくて、国全

体というか、国民全体の目的が変わったのだということを、どうぞガス協会様を通じて、

それぞれの歴史を持つ、それぞれのお考えでやってきた事業者様にお伝えいただいて、そ

の目的意識を共有する中で、合理的な方法をどうぞ主体的に導いていただくということだ

と思う次第です。 

 価値が非常にたくさんある中で、スイッチングを健全に進めるという価値を今回は優先

させるという価値判断があったわけですので、その順序に従った価値の調整をしていただ

くということだろうと思います。 

 本来、この委員会は、競争関係を監視する、それに必要な制度設計を行うということで

ございますので、この問題がまさにそういう問題と捉えると非常に深刻な問題になると思

うので、むしろ事業者様が自主的に、主体的に競争環境をつくり出すにはどうするのだと

いうことをお考えいただく必要があるという、その意識をどうぞ協会を通じてお伝えいた

だいて、ここのテーマにはならないぐらいのところで進めていただくのが本来かと思いま
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す。今、そういう段階だと承知しております。監視、それから統制の議論をしているので

はないというふうに議論しておりますので、あくまでも事務局も、協会あるいは事業者様

と協力していただいて、より良い方向に進めていただくということで、ぜひ事業者の主体

性を活性化する方向で、どうぞご協力いただけたらと思います。 

 また、協会、事務局、それぞれ検討を進めていただいて、適切なタイミングで、本会合

にご報告いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題に進みたいと思います。 

 第２部に移ります。オブザーバーの入れ替えを行います。オブザーバーの皆様、よろし

くお願いいたします。 

      〔オブザーバー入れ替え〕 

○稲垣座長  それでは、次の議事に移ります。 

 「議題（２）一般送配電事業者による調整力の公募調達結果等について」、「議題

（３）一般送配電事業者のインバランス収支の状況について」、事務局から併せて説明を

お願いいたします。 

○恒藤ＮＷ事業監視課長  資料４でございます。２ページをご覧ください。 

 一般送配電事業者におきまして、平成 30 年度向けの調整力の公募調達が行われまし

て、結果が出そろいましたので、その概要をご報告いたします。 

 ３ページをご覧ください。調整力の公募調達制度の概要でございます。 

 電源Ⅰは、一般送配電が調整力専用として常時確保するものでございますが、これにつ

いては、必要量を明示して募集し、ｋＷｈ当たりの価格が安いものが落札されまして、そ

の価格で１年間契約がなされます。 

 電源Ⅱにつきましては、小売電源のゲートクローズ後の余力を活用するものでございま

すので、公募の段階では、登録だけがなされるということになっております。 

 運用段階では、電源Ⅰと電源Ⅱのすべてにつきまして、毎週ｋＷｈの価格が登録されま

して、安い方から指令が出されます。精算については、指令に応じた、発電した量に応じ

て、ｋＷｈの精算がなされるという仕組みになってございます。 

 ４ページをご覧ください。今回、公募されました調整力の区分でございます。スペック

の違いによって区分が分けられておりまして、スペックの高い方から、Ⅰ－ａ、Ⅰ－ｂ、

そしてⅠ′と分けられてございます。 

 今年度から電源Ⅱにも、Ⅱ－ｂとⅡ′という区分が追加されております。 
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 ５ページが、電源Ⅰのそれぞれの必要量を図示したものでございまして、右下の表に、

各社の募集量をまとめてございます。 

 ６ページをご覧ください。電源Ⅰ－ａとⅠ－ｂの公募調達の結果でございます。左下

に、応札と落札の結果を表にしてございます。 

 電源Ⅰ－ａにつきましては、前回と同様、旧一般電気事業者以外からの応札はございま

せんでした。 

 それから、Ⅰ－ｂにつきましては、今回初めて旧一電以外の落札がございました。た

だ、その量は全体の１％程度と限定的なものとなってございます。 

 落札された電源の全国平均価格でございますが、右の表に示しておりますとおり、昨年

よりも下落をしてございます。 

 ７ページに、エリアごとの結果を示しております。 

 続いて、８ページ、電源Ⅰ′の結果でございます。左の表の一番下に、旧一般電気事業

者以外からの結果をまとめておりますが、旧一電以外からの応札については、前年度より

約２割増加し、また落札容量も増えまして、全体の３割程度を占めるという結果になって

おります。 

 また、デマンドレスポンスを活用するものは、上の表に１行入れておりますけれども、

応札、落札とも前年とほぼ同程度、若干増えておりまして、96 万ｋＷが落札され、全体

の約７割を占める状況となってございます。 

 ９ページに、各エリアごとの結果をまとめてございます。 

 続いて、10 ページが電源Ⅱの結果でございます。今回からⅡ－ｂとⅡ′が追加されて

おります。左下の表にございますとおり、Ⅱ－ｂについては、合計で 15 件の応募がござ

いまして、旧一電以外の事業者からも１件の応募がございました。Ⅱ′については、現時

点では応募がないという状況でございます。 

 電源Ⅱ全体として旧一電が９割以上を占めるという状況は、変化してございません。 

 11 ページに、地域別の結果を示してございます。中国、四国、九州のエリアでは、引

き続き旧一電からの応募のみという状況となってございます。 

 12 ページをご覧ください。今回の公募におきまして、旧一般電気事業者の発電・小売

部門がどのような考え方で応札したかということについて質問し、回答を得た結果をまと

めてございます。 

 各社からほぼ同じ回答が返ってきておりまして、①各社の電源Ⅰの選定の考え方につき
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ましては、ｋＷｈ当たりの発電コストが高く、発電・小売部門として利用頻度が低いと見

込まれる電源から入札したという回答でございました。 

 また、②各社の応札価格、ｋＷ価格の設定の考え方につきましては、人件費、減価償却

費などの固定費に、事業報酬相当額を乗せて算定しているという回答でございました。 

 13 ページ、それから 14ページに、各社からの回答をそのまま載せてございます。 

 15 ページをご覧ください。各社からの回答についての事務局の評価でございます。 

 まず①の電源Ⅰの選定の考え方につきましては、小売向けに活用する可能性が低く、電

源Ⅰとなった場合の逸失利益が小さい電源から電源Ⅰに応札するという考え方であり、特

に問題となる点はないのではないかと考えております。 

 それから、②ｋＷｈ価格の設定の考え方につきましては、競争が限定的である現状にお

きまして、市場支配力を有する者がコストベースで入札額を設定するのは特に問題となる

点はないのではないかと考えてございます。 

 16 ページには、今申し上げたことをまとめとして記載してございます。 

 最後に、17ページに、今後の取り組みの案を示してございます。 

 まず１点目として、今回、前回よりは増えたものの、引き続き旧一般電気事業者の発

電・小売部門以外からの応札が少なかったということから、それがさらに増えるよう、次

回に向けて公募要領のさらなる改善を検討してまいりたいと考えております。 

 それから、来年度も旧一電が調整力の大部分を提供するという状況が継続いたしますの

で、この運用段階で、これらが登録する各電源のｋＷｈの単価につきまして、現状をより

詳細に把握・分析し、何らかの規律が必要かどうか、今後、検討していきたいと考えてご

ざいます。 

 この議題につきましては、以上でございます。 

 続きまして、資料５をご覧ください。１枚めくって、２ページ目をご覧ください。 

 一般送配電事業者のインバランス収支につきましては、８月までの暫定値が各社とも比

較的大きな赤字になっているということを前々回報告したところでございます。その後、

10 月からインバランス料金の算定方法が変更されるということでございまして、その効

果をみることにしていたところでございます。その 10 月の状況を表にまとめてございま

す。 

 １行目が４月から９月までの平均でございますが、10 社合計で月当たり約 27 億円の赤

字が出ておりましたが、10 月の状況が２行目でございますが、それが 15.5 億円まで縮小
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してございます。 

 ちなみに、４月から 10 月までの累積の赤字額は 177 億円となっております。これが 10

月の状況でございます。 

 ３ページに、参考までにインバランス収支の計算方法、算出方法を載せてございます。 

 ４ページをご覧ください。赤字の要因でございますが、まずエリアインバランスの発生

状況を分析したものを載せてございます。４ページ、一番左の段がエリアインバランスの

合計値でございますが、月当たりの平均値でございますが、４月から９月の月平均が約

6.1 億ｋＷｈの余剰であったところ、引き続き余剰ではありますものの、10月は 1.4 億、

11月は約 4.1億となっておりまして、その大きさは縮小してございます。 

 その内訳として、余剰のコマの合計と、不足のコマの合計を左から２番目、３番目に載

せておりますけれども、余剰が減り、不足が少し増えたという傾向になってございます。 

 その右側には、一コマ当たりの平均インバランス量と、それがその月の平均エリア需要

に占める比率ということで示しております。 

 ４月から９月は、全国の平均でエリア需要の 0.88％に相当する余剰インバランスが、

10 月はエリア需要の 0.22％に当たる余剰インバランスが全国の平均では発生していたと

いうことを示しております。 

 一番右側に、先ほどご説明したインバランス収支の額を記載しておりますが、一番左の

10 月のエリアインバランスが、４月から９月の平均の４分の１程度になっているのに対

しまして、赤字は約半分程度までにしか減っていないということで、赤字はエリアインバ

ランスの量の縮小ほど減っていないという状況となってございます。 

 続いて、５ページは、全国ベースのエリアインバランスの発生状況の推移をグラフにし

たものでございます。 

 緑の折れ線グラフが合計値でございますが、10 月、11 月は減少傾向にあるようにもみ

えます。 

 ６ページ以降、各エリアのグラフを載せてございます。エリアによっては、10 月、11

月、減っていないと思われる地域もありまして、いずれにしてももう少し状況をみないと

何ともいえないのではないかと思われます。 

 ９ページ、少し違うグラフを載せてございますが、９ページのグラフは、エリアインバ

ランスの発生状況を時間帯別に分析したものでございます。 

 一番上の青いグラフが、エリアインバランス全体といいますか、合計値でございまし
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て、左側が４月から９月までのすべての日について、時間帯別、すなわち第１コマから第

48コマまでのコマごとの平均インバランス量でございまして、右側が 10 月、11 月の平均

でございます。 

 青い線が平均値でございまして、上下の薄い線が標準偏差分だけ上下に引いた線でござ

います。みていただきますと、４月から９月は平均の線がゼロの線より上に来ているとい

うことで、どのコマも平均をとりますと余剰インバランスが発生していたということが分

かります。 

 10 月と 11 月の線は、少しゼロの線に近づいておりまして、また標準偏差も全体的に小

さくなっております。そういう意味では、10 月、11 月とどの時間帯も量が少し小さく

なったことを示しているわけでございます。 

 この内訳を太陽光ＦＩＴ特例①予測外れとそれ以外に分けたのが、赤いグラフと緑のグ

ラフでございます。９月前と 10 月以降の違いをみますと、その下側の緑のグラフが 10

月、11 月は、平均の線がゼロに近づき、また標準偏差も小さくなっておりまして、太陽

光の予測はずれ以外のところでインバランスの発生が、全体的に平均としては縮小してい

るということが示されてございます。 

 これらの変化は、10 月、11 月の季節によるものという可能性もございますので、イン

バランス料金の変更がどのぐらい効果があったのかについては、もう少し状況をみる必要

があると考えてございます。 

 これについて、誰が出しているかというのを分析したのが 10 ページの表でございま

す。10 ページの下の表をご覧ください。 

 先ほどご説明したとおり、４月から９月の全国の平均では、42 万ｋＷｈの余剰インバ

ランスが発生してございました。これはエリア需要の 0.88％に相当してございます。 

 これを発生者別に内訳をみますと、ＦＩＴ特例①がそのうちの 0.25％、みなし小売電

気事業者が 0.41％、新電力が 0.21％となっておりまして、量的にみますと、主にみなし

小売とＦＩＴ特例①が大きな割合を占めてございました。 

 10 月は下の段でございますが、いずれの社も平均値がゼロに近づいております。 

 これをエリアごとに示したのが、次の 11 ページでございます。４月から９月が 11ペー

ジでございますが、まずエリアインバランスの平均値はどのエリアもプラス、すなわち余

剰となっております。その大きさをみますと、中国とか関西が少し大きくて、エリア需要

の 1.7％を超えてございます。それから、内訳をみていきますと、北海道ではＦＩＴとみ
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なし小売が比較的大きな余剰を出して、新電力が不足を出すと、平均ではそうなっており

ます。四国も似たような傾向がみられております。その他、関西においては、みなし小売

の余剰がやや大きくなっている。 

 10 月の平均を示したのが 12 ページでございますが、全体的にゼロに近づいてございま

すが、北海道でみなし小売が余剰を出して、新電力が不足を出すという状況は継続してみ

られております。 

 以上、量の分析でございますが、13 ページは、価格についての分析を示してございま

す。４月から９月と 10 月について、全国平均の推計値を示してございます。上の段が不

足インバランス発生時の単価でございますが、上の段の右側、送配電がもらうインバラン

ス料金は、10 月は 9.5 円でございまして、他方、送配電が払う調整力の単価はｋＷｈ当

たり 8.1 円ということで、ｋＷｈ当たり 1.4 円ずつ黒字が出るという状況。 

 他方で、余剰インバランスの対応が下の方でございますが、送配電が払う余剰インバラ

ンスの買取価格は 7.9 円、これに対して送配電がもらう下げ調整の単価は 5.9 円というこ

とで、ｋＷｈ当たり 2.0 円の損が出るという状況になってございました。これが価格につ

いての分析でございます。 

 14 ページに、今回の分析のまとめを記載してございます。昨年 10 月、11月のエリアイ

ンバランス量の全国・全コマの平均は、４月から９月の平均に比べて縮小いたしました。 

 10 月よりインバランス料金は、発電・小売事業者がインバランスの発生を抑制するイ

ンセンティブを強める方向で見直しがなされておりまして、さらなるインバランスの縮小

を期待したいところでございます。 

 10 月のインバランス収支につきましては、10 社合計の赤字額は６割程度に縮小してお

ります。ただ、インバランス量の縮小傾向に比べて、赤字額は高止まりしてございます。

引き続きインバランスの発生状況だけでなく、収支の赤字の要因についても分析を加えて

まいりたいと考えてございます。 

 説明は、以上でございます。今後の監視の在り方などについてご審議をいただきたく存

じます。以上でございます。 

○稲垣座長  それでは、意見をお願いいたします。 

 両課題について、今後も検討を進めていくということでございます。 

 11 時をめどに終えたいと思います。 

 山内委員、お願いいたします。 
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○山内委員  ありがとうございます。 

 公募調達の結果は、ご報告いただいたこととまとめで、全く問題ないと思うのですが、

最後に、電源の出どころですけれども、旧一電が多くて、それ以外からの対応が少なかっ

たと書いてあって、これはもともと電源が少ないからしようがないのですが、ただ、次回

に向けて公募の改善を検討するというからには、なぜかとか、どこがどうなってどうすれ

ばということをもう少し突っ込んで分析する必要があるのかなと思っています。その点に

ついて、今すぐではなくても、次回に向けていろいろ情報を調べていただければと思いま

す。 

 それから、インバランスについては、価格の問題がまだ残っていて、こういった収支の

問題が出るのだと思っております。それについてまたご検討いただいて、何らかのご提案

といいますか、方向性を示していただければと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  まず、調整力の公募結果ですが、前年度のところで非常に大きな価格差―

―限界という意味でも、平均という意味でも、大きな価格差がエリアごとにあったこと

で、広域調達の必要性をみなが改めて認識した。 

 一方で、これだけ格差があることを前提として、すさまじく高かったところは、もう少

し効率化して下げてくれないか、その結果全体として費用が下がることを期待していた。 

 一方で、恐れていたのは、低かったところが上がるのではないか。つまり、価格差がす

ごくついていると、広域調達といううるさいことをいわれる。そういうことなら、何とか

操作して低いところを上げて、格差を縮めるということが起きないかということをとても

心配していた。今回の結果をみて、それはかなりの程度杞憂だったということが明らかに

なって、安心しました。 

 前回、とても低かった中部電力及び中国電力が急に上がるのではないかと不安に思って

いたわけで、その意味では、微妙に上がっているといえば上がっているのかもしれないの

だけれども、しかし、両電力の費用が上がっているのをおかしいなどというと、前の年に

低いので出してくださったところに対して非難するような格好になってしまうので、それ

はとてもよくない。 

 そういう意味で、とても高かったところの一部の事業者は劇的に下がっているというこ
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ともあり、かなり安心をした、よかったと思っています。 

 一方で、それでもなお強烈に地域間の格差が残っているということは、広域調達が非常

に重要、特に高いところは、域外から買ってくることで、エリアの需要家の利益にもなる

はずだし、日本全体の利益にもなるはず。検討のスピードを上げていかなければならない

ことを認識させられる結果だったと思います。 

 次に、インバランスですが、この委員会でいうことかどうか、ちょっと微妙ですが、私

は危機感を持っています。いろいろな委員会でこの数字が出てきます。ＦＩＴ特例のイン

バランスは、量としてはこんなに多いということをみんなが指摘し、驚く人もいる。事実

としてそれは正しいのですけれども、ＦＩＴ特例のインバランスと、需要あるいは発電側

のゲートクローズ後の偏差で出てきたインバランスは、かなり性格が違うことを私たちは

認識しなければいけない。 

 収支とかに影響を与えるという点では、この見方で正しいと思いますが、ＦＩＴの予想

外れというのは、相当前に予想したものと実際の需給で出たものの差をいっているのに対

して、ほかのところは直前まで時間前市場を中心として調整する手段があって、それで調

整し切れなくて出てしまったものなので、性格が違う。需要の予測だって、発電の予測

だって、ものすごく前からの偏差でみればもっと大きくなるはず。これはある意味で制度

的な要因から出てしまったインバランスという側面も相当あると思います。 

 すごく極端なことをいえば、送配電部門が時間前市場を使って調達できる制度にすれ

ば、ＦＩＴ特例のインバランスは大幅に減る可能性がある。でも、今、実際にはそういう

制度はないわけですから、そういうことが許されていないわけですから、出てしまう。イ

ンバランスがこれだけ出ているのは事実ですが、データとしてみるときには、これでは粗

過ぎる。 

 つまり、このインバランスが時間前市場を使うとすればなくせたけれども、今、制度上

できないから、なくせない部分と、直前までわからないことによって、必然的に出てくる

インバランスは分けて議論しないと、少なくとも今後制度設計する段階では問題があると

思います。 

 次に、インバランス収支です。長期的にみて、そもそもこれは均等化するのがいいかど

うかということ自体も、議論の余地があると思います。固定費の部分は託送料金で面倒を

みてもらっているので、これもインバランス料金で回収できるように、今のインバランス

会計はむしろプラスであることが望ましいという頭の整理だって、長期的にはあり得る。
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2020 年を目指しての制度改革を考えるならこのような発想もあり得るということを、私

たちは考える必要があると思います。 

 その意味で、やはり余剰の方は、かなり異常なことが起こっている。可変費すら回収で

きない状況になっている。これは直前に市場で売るよりも、市場ベースの価格は本来のイ

ンバランスの価格になってくるのですから、インバランスを出してしまって、お金をも

らった方が儲かるという構造は、いろいろな意味でも相当問題がある。黒字が出る形でイ

ンバランスの方が価格が高いというのは、インセンティブとしてはむしろ望ましいという

ことはあり得るとしても、ここで赤字が出るようなインバランスの価格はやはり大きな問

題がある。 

 その意味で、今、まだ足元で大きな問題が起こっているのは、余剰のインセンティブが

強過ぎるということ。この点誤解の無いように考える必要がある。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 林委員、お願いいたします。 

○林委員  ありがとうございます。 

 資料４の調整力公募調達の結果と、もう１つ、インバランス収支について、それぞれ簡

単にコメントさせていただきたいと思います。 

 まず調整力の公募調達結果の話でございますが、Ⅰ′の話が資料の９ページになると思

いますが、今回、前年度に比べまして、当年度は新しく評価用のｋＷｈ価格とか、そうい

うものの中に、想定の発動回数とか、運転継続可能時間も入れた中での公募結果だったと

思います。そういった意味でも、結果としてそんなに激しく変動とか、そういう感じがな

いということで、今回、この結果として期待したいと思っています。 

 とういうのは、なるべくこういうところは、いつも申し上げていますけれども、デマン

ドレスポンス系などの話は、電力システム改革の目玉にありますが、事業機会の創出等々

の話にもありますので、そういった中では、数が増えていることは評価していきたいと

思っております。１点目です。 

 ２点目ですけれども、事務局資料の、同じようにまとめの方にございますが、例えば最

後の旧一電の電源Ⅰの話がありましたけれども、先ほどの後半にもありましたが、最後は

運用段階で、ｋＷｈの価格の中で、旧一電のⅠ－ａがある意味独占的な中で、こういうと

ころは今後しっかり現状を把握・分析して、規律というのは何かやっていかなければいけ
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ないと感じております。ある意味、独占の中で、どう規律を決めていくかということは、

ちょっと議論をしていく必要があるということで、引き続き事務局にこういうことを依頼

したいと思っております。 

 ２つ目ですけれども、インバランス収支の状況でございますが、この話は、私も前から

申し上げていますが、資料でいいますと３ページになると思います。３ページと、あと４

ページをみていただきたいと思います。４ページは、先ほど話がありましたけれども、イ

ンバランスの仕組みを変えたので、10 月を１回、様子をみましょうということで、そう

いった中で、インバランス量が減っているという事実としてはあると思っております。 

 ただ、11 月をみますと、またさらに増えたりということもある中で、前回も申し上げ

ていますけれども、不足インバランスの対応の収支は本来ゼロになって、余剰インバラン

ス対応の収支がゼロとなるのが、本来、理想のあるべき姿だと思っていますので、ネット

ワーク事業者の方々が赤字を出したりという話は、本来ゆがんでいるという形は否めない

というのがありますので、11 月、10 月が減っているからということではなく、今後、重

視して、いろいろな傾向をみていきながら、何らかの対応が必要であれば適宜みていくと

いうことで、ぜひ事務局の方では、こういう段階でちゃんと見える化していただきなが

ら、皆さんの議論を踏まえて、どう対応していくのかということをぜひ考えていっていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 ただいま、大橋委員がご着席になりました。大橋委員、今、議題の（２）と（３）の説

明の後、委員からご意見を賜っているところでございます。 

 秋池委員、お願いいたします。 

○秋池委員  インバランス収支の状況についてなのですけれども、現在、この会合では

ないのですが、託送収支の事後評価として、送配電事業者の効率化などの取り組みについ

て確認をしているところです。 

 インバランス収支は外にあるわけですけれども、送配電事業者に恒常的に赤字が発生す

る仕組みからの脱却は、今回の算定式の見直しで実現することを期待したいと考えており

ます。まずは半年ぐらい継続的に状況をみて、その修正などについても、現在の暫定措置

の中で修正について考えていったらどうかと思います。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 
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 新川委員、お願いいたします。 

○新川委員  インバランスの資料に関してですけれども、前回、前々回あたりで話をし

ていたのが、一般送配電事業者にロスが発生して、その部分の利益が小売サイド、発電サ

イドの方に移転している、それがゆがんだ制度になっていないかということが問題になっ

たと思います。私も正確にデータを理解しきれていないのですが、量的には偏差も減っ

て、インバランス発生量が減ったものの、例えば 13 ページをみると、10 月の価格の算定

式を変えたことが、どのぐらいインバランスを減らすことのインセンティブに対して影響

を与えているか、うまくそれで回っているのか、さらにそこを見直す必要があるのかとい

うことを、今後、評価していく必要があると思いました。 

 これは教えていただければと思うのですが、13 ページをみると、10 月平均でｋＷｈ当

たりの損失量は、特に余剰のときは変わらないわけですけれども、10 月に算定式を変え

たもののたまたま変わらないのか、あまりこういうところに影響を及ぼさないのか、この

辺の理解の仕方がよくわからなかったので、教えていただければと思いました。 

 いずれにしましても、制度が、インセンティブが働かないが故に、みんながきちんとイ

ンバランスを発生させないように動かないが故に、そういうことが発生しているのであれ

ばそれを修正する必要がありますし、松村先生がおっしゃったように、そもそも制度的に

やろうと思ってもできないから、現在の制度上、限界があるというのであれば、制度の見

直しをする必要がある、別の面を考えなければいけないと思います。 

 引き続き 10 月以降の様子をみて、今後、何をしなければいけないのかというのをぜひ

検討していっていただければと思いました。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 岩船委員、お願いいたします。 

○岩船委員  ありがとうございます。 

 資料４、公募調達の結果ですけれども、今回、みた感じ、１年目と２年目とそれほど大

きく内容が変わっていなかったようです。事務局としては、旧一電以外の調整力を増やし

たいとか、いろいろあると思いますが、結局、なぜ去年とあまり変わらなかったかという

のか、去年の実際の運用結果がどうだったのかとか、それによって事業者さんのマインド

がそれ以上やろうと思わなかったとか、そのあたりの関係を少し調査していただいたらい

いのかなと思いました。 

 先週の東京電力さんのように、まさに厳気象対応で DR が動いていることもあり非常に
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重要な部分だと思いますので、今後、合理的な系統運用に資するような制度設計に向け

て、ぜひこの分野をもっと強化していただきたいと思いました。 

 インバランスの方ですけれども、先ほど松村委員の話を聞いていて、よくわからなく

なったのは、インバランスはどこに保つのが正解なのかというところが、実はわかってな

くて、これはフラットにするのがいいのだと思っていたので、そうでないのであれば、ど

こが目的なのか、そこを整理していただけたらありがたいと思いました。 

 以上です。 

○稲垣座長  では、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  さっき私がいったのは、現行のインバランス収支がゼロになるのがいいか

どうか、つまり価格の問題です。量が小さい方がいいということを否定したものではあり

ません。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 岩船委員、よろしいですか。 

○岩船委員  はい。 

○稲垣座長  草薙委員、お願いいたします。 

○草薙委員  ありがとうございます。 

 インバランス収支の状況についての方でコメントをさせていただきたいと思います。 

 資料５の 14 ページにあります事務局案、特に最後の２つのポツですね、賛成したいと

思います。時間をかけて分析していただくことになるのだろうと思います。量が縮小して

いるのに、一般送配電事業者のインバランス収支の赤字額は高止まりしてしまっていて、

それはやはり問題だと認識しております。 

 そもそも不足インバランスが余剰インバランスよりもはるかに頻発するときに、ようや

く一般送配電事業者の収支は黒字に向かうという構造が、13 ページの図からも強まって

いるということが示されていると思います。実際に余剰インバランスの方が頻発している

ということであります。 

 そこで、一般送配電事業者の赤字がこれ以上に悪化することを防ぐには、結局、余剰イ

ンバランス発生の場合をみていただいて、出力減に対する対価とインバランス料金の値差

を圧縮する方向をとることを、時間をかけて、それが正しい方向なのかということを含め

てみていただくのがよろしいのではないかと考えております。 

 以上です。 



 - 24 - 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 それでは、皆様からのご意見をいただいたようですので、事務局からありますか。 

○恒藤ＮＷ事業監視課長  今いただいたいろいろなご意見を踏まえて、引き続きしっか

りと把握・分析に努めてまいりたいと思います。 

○稲垣座長  もう少し長期的にみるということと、それから理論的なストラクチャーに

基づいた説明ができるような、つまりインバランスの価格とその仕組み、どこを目指すの

か、そうした論点の切り分け等も含めて、どうぞご検討をお願いいたします。また適宜ご

報告をお願いいたします。 

 それでは、ご協力いただきまして、次の議題に進みたいと思います。 

 議題（４）から（７）、議題（４）西日本のエリアプライスについて、議題（５）東日

本のエリアプライスとインバランスの関係について、議題（６）先渡市場の活性化につい

て、議題（７）ＨＪＫＳ次期システムについて、これは略称でありまして、ＨＪＫＳは

「発電情報公開システム」ということでございます。 

 事務局、オブザーバーの順で、続けて説明をお願いいたします。 

○木尾取引制度企画室長  まず事務局から、資料６、７で、やや個別の話についてご説

明させていただきまして、事象を踏まえまして、いわゆるルールメーキング的なところに

ついて、資料８でご説明をさせていただきます。資料９は、取引所のオブザーバーの方か

らご説明いただくという形にさせていただきます。 

 まず、資料６でございます。「西日本のエリアプライスについて」という紙でありま

す。 

 まず、どういう問題かということでございますが、１ページ目でありますが、西日本の

エリアプライスが昨年 2017 年 11 月以降、前年同時期と比べると高値で推移している。30

円超えるような水準になっているということでございます。 

 ２ページでございますが、東日本と西日本のエリアプライスを比べても、昨年 11 月以

降は西日本エリアが大きく高くなっているという状況になってございます。 

 その背景でございますが、３ページでありまして、西日本が今季は非常に寒いというこ

となのだろうと思いますが、夏季と同程度に需要実績が急増しているということでありま

す。１つの背景だろうと思ってございます。 

 ４ページ目に、気温の推移を――ややみにくいグラフで恐縮でございますが、書かせて

いただいてございます。大阪及び博多について、2016 年と 2017 年を比較したものでござ
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います。点線が大阪、博多のそれぞれの 2016年、実線が 2017 年ということでございます

が、概ね 2017年の実線の方が低い形で推移をしているということになってございます。 

 そういう意味で、西日本が例年よりも非常に寒いという状況があるわけでございます

が、それではスポット市場はどうかということについて、６ページ、７ページでお示しを

させていただいてございます。 

 スポット市場の状況ですが、入札量について、売り札と買い札の量を比べたものでござ

いますが、ご覧のとおり、特に買い札の需要、売り札の需要とも伸びてはいるということ

でございますが、昨年の 11 月中旬以降、買い札が売り札を超えているような局面もある

ということかなと承知をしてございます。 

 ７ページ目でございますが、そういうことを踏まえまして、今度は同じように売り札に

ついてでございますが、旧一電の方及びそれ以外の方について分けてみたところどうなる

かということについて、７ページ目に紹介させていただいてございます。 

 旧一電について、増えてはいるのですけれども、やや足踏み状態はあるということかな

と思ってございます。 

 その上で、私ども委員会の方として、旧一電各社からのヒアリング等々をやってござい

ますが、その中で出てきた、やや課題かなと思っているところについて、紹介させていた

だきます。 

 ８ページでございますが、１点目が燃料制約というところでございます。基本的には急

に寒くなったというところもあるのだと思いますが、石油――原油、重油両方です――及

びＬＮＧの燃料不足がかなり広範に起きているということかなと理解してございます。 

 さらに、その背景として、細かいところになりますが、２つ目に書いてございますが、

原子力発電所の再稼働が想定よりも遅れた、止まったという事象もあるのだろうと聞いて

ございます。 

 ２点目でございますが、燃料の追加調達を試みたとしても、外国から持ってくるという

こともございまして、数カ月かかる。仮に調達に成功したとしても、内航船等々のインフ

ラの確保がなかなか簡単ではない。内航船が港に入るのも、漁協との関係で、限定される

ケースもあるといったような話を聞いております。１点目、燃料制約の話であります。 

 ９ページでありますけれども、その他でございますが、ブロック入札というところにつ

いても若干課題があるのかなと考えてございます。発電機の特定ユニット全体を対象とし

て売り入札を行う場合等々に、ブロック入札が活用されることになっているわけでござい
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ますが、ブロック入札を行って、売り札としては立っているとしても、状況によっては、

売り札の出し方によっては、約定をしていないというケースもあるのだろうと思ってござ

いまして、イメージではございますが、約定しない場合、約定する場合について、紹介さ

せていただいてございます。 

 ここでポイントになるところは、１つは時間帯を 24 時間全部約定しないと、約定はし

ないのかというところもあるかと思いますし、あるいは高さですね。30 万という形で高

さを出すのか、もう少し少なめに出すのかというところでも、約定するかしないかという

ところが分かれてくるということなのかなと理解してございます。 

 そういう意味で、既に私の方から一部の事業者とは相談させていただいておりまして、

どういう形であれば約定をするのかということについて、既に模索をしていただいている

ところもございますが、いずれにしてもブロック入札をどういう形で行うかというところ

については、検証の余地があるのかなと考えてございます。 

 その上で、今後の対応というところでございます。私どもとして、西日本エリアが上昇

しているという事象について、気象による需要の増加が大きな要因としてあるのだろうと

考えてございますが、私どもの課題としては、燃料制約とか、ブロック入札について、若

干の課題があるのかなと思ってございます。燃料制約であれば、前々回のこちらの会合で

もご議論いただいたところでありますけれども、入札制度の在り方について議論をしてい

く必要があるだろうと思ってございます。ブロック入札についても、必要に応じてルール

メーキングの在り方についても検証していく必要があるのだろうと思ってございます。 

 さらにいうと、燃料も調達に時間がかかる、ブロック入札についても、ブロック入札が

対象となるようなユニット全体ということになると、起動にも時間がかかるということも

あるかと思っております。そういう意味で、後から出てくるような先渡市場の活用につい

ても、通底する課題があるのかなと理解してございます。 

 今度は資料７でございますが、同様のやや個別性がある話でございますが、東日本のエ

リアプライスについてご紹介をさせていただきます。 

 おめくりいただきまして、１ページでございます。まず、どういう問題なのかというこ

とでございますが、一言で申し上げると、昨年の夏の特定日に、非常に価格が高騰した。

一方で、価格が高騰する場合は、一般論としていうと、インバランスも不足ぎみに推移す

ることが通常なのだろうと考えるにもかかわらず、相当量の余剰インバランスが発生した

という事象がございましたので、それについて検証してみたというものでございます。 
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 取引所の価格とインバランスの関係について、スポット市場、いわば前日の数値を反映

するというものでありまして、インバランスは実需断面での数値を反映するものでござい

ますので、天候の予測と実際の天気のずれということで、こういう事象が発生することが

あるということは、一般論として直ちに別に悪いものではない、通常であるということな

のだろうと思ってございます。 

 一方で、あくまで検証のための仮説ということでありますけれども、わざと売り惜しみ

をして、結果として取引所の値段を高値に誘導し、それをベースにして、余剰インバラン

スで収入を獲得するといったような、一種の相場操縦的な行為があるというのが論理的に

は可能性がございますので、そういう可能性も含めて検証してみたというものでありま

す。 

 これはあくまで特定日を参考にして検証したものでございますので、必ずしも一般化で

きないというところについてはご留意いただければと思います。 

 ２ページ目でございますが、実際に検証したコマというところになりますが、１月 19

日の東京エリアのプライスについて検証してみたということでございます。45.81 円とい

う値段がついた一方で、余剰インバランスが大量に発生しているというところを図示させ

ていただいてございます。 

 ３ページでございますが、取引所価格がどういう形で高騰したのかということでござい

ますが、一言でいうと、売り札が不足をしたということでございます。 

 ４ページでございますが、まず検証①として、取引所価格がどうしてこういう形で高騰

したのかというところでございまして、売り入札量が不足したことが大きな原因であるわ

けでありますが、売り入札がどうして不足したかというところについて申し上げると、３

点ぐらい理由があるだろうと思ってございます。 

 １つは、天候予測の変化があるかもしれない。２つ目は、旧一般電気事業者の出し惜し

みがあるかもしれない。さらに３つ目には、計画外停止等々の供給力が減少してしまった

というところもあるのかもしれないということについて、検証を行ったということであり

ます。 

 まず１つ目、天候予測の変化というところについては、今回の仮説は妥当しないという

ところだと思ってございます。 

 ５ページでありますけれども、売り惜しみというところについて検証したところでござ

います。こちらについて、北海道電力、東北電力等のＥＰについて、コマごとに私どもに
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非常に詳細なデータを頂戴して、確認をいたしました。その結果として、当該時間帯につ

いて余剰がない。正確に申し上げると、この余剰電力の定義について前々回ご紹介させて

いただいたとおり、供給力から自社需要を引いて、入札制約を引いて、さらに予備力を引

くことになっているわけでございます。こちらの３社について申し上げると、供給力から

自社需要を引いた時点で、ほぼゼロになっているということで、余剰電力は基本的にはな

いということだろうと思ってございます。 

 さらにその上で、供給力の帰趨になりますが、計画外停止はどうだったのかということ

について調べてみました。こちらで判明したこととしていうと、結構大規模に計画外停止

が発生しているということだろうと理解してございまして、私ども市場監視をやっている

立場として、個別の需要曲線、供給曲線を把握してございますが、仮に計画外停止をして

いなかったという仮定を立てて供給曲線を書いたとすれば、25 円になったはずだという

ふうに考えてございます。 

 そういうことであれば、１月 19 日の値段について、直ちに問題があるということには

ならないのかなと考えてございます。 

 最後の５ページでございますが、余剰インバランスが発生する。先ほど申し上げました

とおり、なぜ取引所の値段が高いときに余剰インバランスが発生するのかというところに

ついても検証をしてみたということでございます。 

 こちらについて申し上げると、まず余剰インバランスが発生していることは、結論とし

て申し上げると、やや表面的に発生しているようにみえるけれども、実際に発生している

わけではないという要因もあるのではないかということであります。 

 まず現状では、スマートメーターが全地点に設置されているわけではないということが

大きな制約になってございまして、旧一電の需要は暫定的な方法として、エリアの発電量

から新電力の需要を引くという形で算定をしております。さらに申し上げると、新電力の

需要は、広域間にテイシュウする計画で算定しているわけでございますが、必ずしもすべ

ての新電力事業者が需要計画通りに調達ができるというわけではないことになってござい

ますので、現実になっていないということであります。計画と実績との新電力の差分、不

足インバランス分が、そのまま旧一電側の余剰インバランスになってしまうという構造も

あるのかなと思ってございます。 

 もちろん、先ほど資料５で事務局から説明させていただいたとおり、一般論として余剰

インバランスが出がちであるといったところについては考慮する必要があるかと思います
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が、こういう側面もあるということであります。 

 その上で、７ページでございますが、取引所価格とインバランスの相関関係について調

べたところ、これはある方がおかしいのだと思ってございますが、特定のコマについてい

うと、ないということでございます。 

 そういうことを踏まえまして、９ページで、今後の対応というところでございます。 

 一番重要なことは、あくまでも１月 19 日の特定のコマについて調べたというものでご

ざいますので、必ずしも一般化できるものではないということでございます。 

 その上で、今回のエリアプライスの高騰については、１つに特定することは必ずしも簡

単ではないわけでありますけれども、１つの背景としていうと、かなり多くの計画外停止

があったというところなのかと考えてございます。 

 資料７の説明は、以上でございます。 

 こういうことを踏まえました、資料８でございますが、先渡市場の活性化についてご説

明させていただきます。 

 これは前々々回のこちらの会合でもご説明させていただいたことと若干重なるところで

はございますが、まず先渡市場の現状について紹介させていただいてございます。流動性

は非常に限定的であるということでございます。 

 さらに、２ページでございますが、先渡市場の役割というところでありますけれども、

取引所の価格を固定する、ヘッジをすると、中長期的に電源を確保できるということもあ

るかと思います。先ほど西日本市場のところで若干言及させていただきましたが、発電所

の起動に時間がかかる、あるいは燃料の調達にもさらに時間がかかるということを考える

と、スポット市場だけではなくて、こういう形である程度余裕を持って時間が確保できる

ような先渡市場を、流動性を確保することによって、発電設備をより有効に活用できるの

ではないかという問題意識を持ってございます。 

 ４ページでございます。先渡市場の検討課題というところでございまして、事務局とし

て最大の問題意識を持ってございますのは、上から３つ目でございますが、価格の固定手

段として機能していないというところであると思ってございます。なぜそうなるのかとい

うところでありますが、精算価格、ヘッジ価格が、システムプライスで行うことにルール

上なっているというところでございます。現実には、ＦＣでも、あるいはキタコンでも市

場分担が往々にして発生することになると、ヘッジ手段として手数料をかけて買ったにも

かかわらず、必ずしも機能しないというところが最大の問題なのかなと思ってございま
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す。 

 さらに申し上げると、その下に書いてございますが、流動性が少ないという前提であり

ますけれども、ザラバ取引になっているということでございます。ザラバ取引であるが故

に、よりマッチングはしづらいのではないか。場合によってはオークションを導入すると

いったような方法が考えられるかどうかも課題なのかなと思ってございます。 

 ６ページでございますが、まずヘッジ価格のところでございます。ヘッジ機能を果して

いないというところについての対応でございます。こちらについて、関係の事業者にもヒ

アリングをさせていただいたところであります。 

 まず、市場範囲とヘッジ価格、それぞれについてどう考えるかということであります

が、ヘッジ価格について申し上げると、現行、システムプライスになっているところであ

りますが、これを例えば東と西とか、さらに加えて北海道みたいな形で、エリアプライス

で精算をする方が、ヘッジ機能を果すという観点からすると望ましいのではないかと考え

てございます。 

 さらに、市場範囲をどう考えるかというところについても、かなりテクニカルになりま

すが、あるだろうと思ってございまして、東エリア、西エリア、それぞれで取引をするの

か、あるいは東と西で、売り側と買い側がまたがって取引をすることを認めるのかという

ところが論点としてはあるのだろうと思ってございます。今申し上げたように、全国で取

引をするのはパターン②でございますが、この場合には、市場間の値差について、どうい

う形で補填をするのかというところが大きなイシューになるのだろうと思ってございま

す。 

 その上で、10 ページでございますが、約定方法というところでございます。約定方式

として現行はザラバ方式を採用しているわけでございますが、これに対してオークション

を導入した方がいいかどうかというところについてでございますが、こちらについては、

事業者側の意見も比較的分かれているのかなと思ってございます。 

 こういう意味で、オークションを導入したことで、約定量が本当に増えるのか、あるい

はオークションを導入することによって、取引所もそうかもしれませんが、利用者側のシ

ステム開発も必要になるといったような指摘もありました。 

 一方で、エリアごとに分けることによって、匿名性が低下する――特に東の場合は匿名

性の確保が１つのイシューになるかもしれませんが――といったようなこともあるかもし

れないです。あるいは、やはりオークションにした方が流動性が向上するのではないかと
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いったような意見もあって、ここは賛否両論があると思ってございます。 

 12 ページでございますが、手数料についても、一義的には取引所が判断するという話

になりますが、若干問題提起を受けてございます。一言でいうと、スポット市場に比べる

と先渡市場については手数料が高いという指摘があるのかなと考えてございます。 

 最後、14 ページでございますが、実施時期についてでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、システム開発をどうするかというところが最大のポイントになるかもしれ

ませんが、システムプライスをエリアプライスに変更して精算価格とするところについて

は、時間的なところの制約は比較的少ないと聞いているということでございます。 

 事務局からの説明は、以上でございます。市場監視の在り方、あるいはルールメーキン

グの在り方について、ご審議をいただければと考えてございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、続いて、國松ＪＥＰＸ企画業務部長、お願いいたします。 

○國松ＪＥＰＸ企画業務部長  私の方から、資料９でございますが、発電情報公開シス

テム（ＨＪＫＳ）を改修いたしましたので、そのご案内をさせていただきたいと思いま

す。 

 資料をめくっていただきまして、１ページ目ですが、発電情報公開システムは、一昨

年、2016 年３月７日の適正な電力取引についての指針の中で、インサイダー情報として

発電機の情報を公表することが義務づけられた。この公表の場としてＨＪＫＳを一昨年の

４月から弊所、日本卸電力取引所で運用してございます。 

 このシステムを、次ページでございますが、昨年の春に実施いただいた「ＨＪＫＳの活

用実態に関するアンケート」――監視等委員会様の方で行っていただきましたアンケート

の内容を判断しまして、そのアンケートになるべく応えるように改修したところでござい

ます。 

 特に事業者から声が多かったのが、ＣＳＶでの一括の情報の登録といったお話に関しま

しては、今回の改修で実現させていただいたところでございます。 

 もう１点、現在、どれだけのユニット、発電機が稼働できる状態にあるのかというとこ

ろを一目でみられるような参照機能も設けました。それが次ページ、３ページでございま

す。 

 これは今回の改修の中で、大きく皆様の方でお役に立てるのではないかという点でござ
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いますが、停止状況という形で期間を指定すると、設定された期間の稼働状況のｋＷ――

これが実際稼働するかどうか分かりませんけれども、停止していない発電機のｋＷがみえ

るというのを追加したところでございます。 

 この改修は、最終ページにございますが、来週の火曜日、２月６日の 15 時にこのシス

テムに切り替える予定でございます。現在登録いただいています停止情報等は、この切り

替えでスムーズに移行して、出るようにいたします。 

 発電の種別等は、今後、事業者の皆様でアップデートをかけていただきたいと思いま

す。 

 また、改修の声を集めていただいたら、弊所でもまた改修をしていきたいと考えてござ

います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様、オブザーバーの皆様からのご議論をいただきたいと思います。

11時 50 分をめどにお願いいたします。 

 佐藤理事、お願いいたします。 

○佐藤広域機関理事  資料６関係について、事務局に質問させていただければと思いま

す。 

 何がいいたいかということですが、西日本は、確かに年明けも、その前も相当寒くて、

需給が大変だったというのはそうなのですが、ただ、非常に寒かった割には予備率はそれ

ほど低くなかったと思います。そうすると、余剰分を放出すれば、それなりに予備率が高

いと、ここまで売り玉が少ないかなというような気もして、ただ、燃料制約ということを

お聞きしたので、例えば普通だと最も厳しいときの予備率が８％で、ほかの時間、例えば

夜とかそういうときは 10 何％になっているようなところも、燃料制約があるので――丁

寧に天気予報でもみればよかったのですが、みてこなくて申しわけなかったのですが、ず

うっと例えば８％みたいな形になっていることが多かったのですか。ｋＷではあまり制約

がなくて、ｋＷｈの制約が割とあったのかということを教えていただければと思います。 

 そうすると、逆に事業者の方からみれば、電気情報とかで、１時間ごと、相当細かくみ

れば、確かにｋＷは割と足りていても、ｋＷｈが足りないから、売り物が少ないなという

のが分かるものかどうかということも教えていただけますか。 

○稲垣座長  谷口オブザーバー、お願いいたします。 
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○谷口エネット営業本部長兼低圧事業部長  ありがとうございます。 

 ２点ありまして、１点目は、資料６、７にある、西日本、東日本のエリアプライスの状

況を分析いただいていまして、この要因などを分析いただいているわけですが、例えば西

日本エリアにおける燃料制約や代替調達との関係や、東日本エリアにおける旧一般電気事

業者の需要予測の手法によって、不可抗力的に余剰が発生してしまうという分析結果が示

されているのですが、こういったことが実際、電力会社さんの収支に、どっち側に働いて

いるのかというところを評価いただければと思います。これがもし収支プラスに働いてい

るようですと、改善といってもなかなか簡単にはいかない気もしますので、そういった点

も含めて、評価・検討が必要かと思いますので、お願いしたいと思います。 

 次に、先渡市場について、資料８の方ですけれども、こちらは我々としても、事務局資

料で記載いただいたとおり、供給力確保やリスクヘッジという観点から利用したいという

認識でございますので、論点にもありますとおり、市場分断時の値差リスク解消に向け

て、約定価格をシステムプライスからエリアプライスに見直すということや、手数料の水

準を見直して、参加者を増やすという取り組みはぜひ進めていただきたいと思います。 

 一方で、各種改善を図ったとしても、来月分の電気は先渡市場で買えるけれども、再来

月分は玉がなくて変えないという状況ですと、我々事業者として供給力として活用するの

が非常に難しく、せいぜいランニング費用の置き換えという限定的な活用になってしまっ

て、市場活性化というところにはなかなかいかないかなということもあると思います。こ

のため、資料８の論点４のその他とも関係しますが、ちょうどこの委員会、去年の４月の

17 回委員会の事務局資料の中に、イギリスの例ですが、先渡市場において、ビッグ６を

対象としてマーケットメーカー制度を導入したところ、小規模事業者の取引量が増大した

とか、売買スプレッドの縮小化につながったという効果が得られているという事例もござ

います。こういった事例も参考にしつつ、活性化するまでの暫定措置ということも検討に

含めながら、能動的なマーケットメーカー制度の導入の検討も併せて行っていただくこと

を要望いたします。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員  まず、資料６に関してです。事務局に最初に２つ質問があります。両方、

イエス・ノー・クエスチョンですので、イエスかノーかだけで、簡潔に答えてください。 
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 まず、８スライド目のところで、「追加の燃料調達を行いたいが、漁業に関連する制約

のため」と回答したのは、関西電力の姫路基地に関してでしょうか、それ以外の基地も

あったのでしょうか。関西電力の姫路基地で、このたぐいの制約があることは、公開の場

で何度も何度もいわれているので、それ自身は「イエス」「ノー」と答えたとしても、経

営情報に当たらないと思っています。ほかの具体的な社名をいうのは、私は経営情報に当

たると思わないのですが、仮にそうだとしても、「イエス」か「ノー」かだけの回答なら

問題ないと思います。 

 それから、この局面で、もちろんこれだけ逼迫しているのだから当然だと思いますが、

バランス停止している電源は１つもなかったのですね。 

○木尾取引制度企画室長  それでは、ご説明をさせていただきます。 

 １つ目の、姫路基地かどうかというところにつきましては、ノーです。 

 ２つ目の、バランス停止のところについて申し上げると、ブロック入札をしたけれど

も、約定しなかった結果として、バランス停止になっているものはあるのだろうと理解し

てございます。 

○松村委員  出した段階では、バランス停止をして決められていたものはなかったとい

うことですね。分かりました。 

 まず、今の質問に関してですが、その他のところの、こういうのは事実だと思います

が、簡単に認めてはいけないと思います。この委員会が料金審査査定とかも同じところで

やっているという強み、したがって、データをいっぱい持っているということをきちんと

考えていただきたい。 

 これについては、私、何回も何回も同じことを、ばかの１つ覚えみたいにいって申しわ

けないのですけれども、料金審査の段階で、むしろこういうような制約が本当にあるのか

ということをさんざん聞いて、フレキシブルに調整できるということを前提とした上で、

料金の上乗せというか、コスト計算をした。本当にこういうことはないのですかというこ

とを何度も何度もいい、それは関電の姫路基地についてはあるけれども、ほかのところは

ないという前提で料金審査している。後から問題が出てきたときに、実はありましたとい

うことをいっても、国民は信用しないよ、本当にあるのだったらあらかじめいってくれと

何度も何度もいったのにもかかわらず、ほかのところはこの制約をいわなかったというこ

とをちゃんと踏まえていただきたい。こういうときになってこういうことをいうだろうと

その段階で予想したから、しつこくいったわけですから、やはりこういうことをいってく
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るわけですよね。むしろ料金審査の場でいったことが間違っていた、こっちが正しいのだ

と思いますが、こういうことを安直に認めてもいいのかということについて考える必要が

あると思います。 

 いずれにせよ、今回のこれはかなりの程度説得力のあるものも入っていると思います

が、本当にそうかどうかは、いろいろな情報を総合的に考えて精査していただきたい。 

 次の資料の東京電力の管内のスパイクまでは行かないとしても高価格になったところの

分析です。これもずっと以前からいっているのですが、欧米の市場検証では、基本的にこ

のように価格が高騰したときに、わざと供給力を絞るとかということをして、価格を吊り

上げていないかということをみる。その場合には、必ずしも支配的事業者でない人でもそ

ういうことができるので、そういうところは相当注意してみなければいけない。逆に欧米

はそこだけみているという側面があるのですが、日本の場合にはこれだけ薄い市場なの

で、別の監視も必要ということをいっていた。つまり、恒常的に供給量を抑制し、つまり

スパイクするときも、スパイクしないときも抑制し、結果的に市場からの調達に依存する

事業者を排除するという恐れもある。だから、両方の監視が必要といってきました。 

 今回は、初めてというのは言い過ぎですが、ある種スパイクというか、価格が非常に高

騰したときに、変なことが起こっていないかどうかをきちんとみていただいた。監視等委

員会は、そういうことがあればちゃんとみるし、能力もあることを示した点では、とても

重要な報告だと思います。今回の報告はとても説得力があった。わざとやったと断言でき

るほど露骨なことはしていないという分析は、確かに説得力があったと思います。 

 しかし、その過程で出てきた、例えばスマートメータがついていないから、需要予測が

不正確だとかという議論は、私にはちょっと受け入れられません。そのたぐいの不利益

は、むしろ新規参入者は、大口市場しか自由化されていなかったときには、そのハンディ

キャップを負わされてきた。その状況でもちゃんとやってきたわけですから、旧一般電気

事業者が、それがあるから大きく外しますというのは、私は言い訳ではないかと思ってい

ます。 

 さらにいえば、スマートメータはそんな性能のいいものではないですから、リアルタイ

ムでは消費量がわからないので、どの道かなり時間がたった後で、事後的に分かるだけ。

スマートメータが入れば予測精度が飛躍的に上がるというたぐいの高精度のメータがそも

そも入っていないということを考えれば、これで予測精度が低いということは、私は必ず

しも納得はしていない。百歩譲って予測精度が低いとしても、それは上に外すことも下に
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外すことも両方精度が下がるということであって、恒常的に一方の方向にバイアスを持っ

て外すということとは全然関係ない話。今回のように、特定の価格が高騰した局面で調べ

たということだとすると、需要を外したということもさもありなんということかもしれな

いけれども、これをずうっと同じ方向に外し続けるということだとすると、その理屈は相

当に怪しくなってくる。これを確かめるためにも最初にいった恒常的に変なことをしてい

ないかという監視も同様に重要だと思います。 

 今回の監視はとても重要なことをやっていただいたと思いますが、これからも引き続

き、スマートメータがついていないから、需要外しは当たり前という説明を安直にうのみ

にしないで、今後も継続的に監視をしていっていただきたい。 

 最後に、先渡市場に関してなのですが、これも市場を活性化してほしいと思っていま

す。特にバランス停止などをするのであれば、これで売る努力をした後で、これでも売れ

なかったからバランス停止。それならわかる。しかしそれもせず、あるいは売れそうにも

ないブロック入札で出したふりをして結局止めることもあり得る。時間前市場を使うなり

の行動をしていないのにもかかわらず、変なことが起こるということは、供給制限してい

る可能性大とみなして、きちんと監視していただきたい。 

 その上で、先渡市場というのは、今はザラバになっているわけで、ザラバのまま維持す

るというのであれば、薄い市場であれば、確かにコスト的にみても正当化できると思うの

ですが、一方で、大きなデメリットは、板寄せの世界であれば、コストベースで出せとい

うことをいったとしても、そのコストよりも高いところに価格がつく可能性があるわけで

すが、ザラバだとコストベースで、可変費用ベースで出したら、本当にその価格でしか売

れないわけで、当然それよりも高い価格で出さざるを得ないわけです。そうすると、価格

の監視はとても難しくなり、流動性を高めることもとても難しくなる。このデメリットを

事業者が十分わかった上で、それでも板寄せが嫌といっているかどうかは若干疑問に思っ

ている。そのようなメリット、監視というのはザラバではとても難しいということも考え

た上で、いろいろな意見を表明していただきたい。 

 さらにいうと、ザラバと板寄せを一緒にやれないことは決してないので、株式市場のよ

うに特定の時間帯――今回の場合だと特定の商品、需要が集まるであろう特定の商品だけ

板寄せをして、ほかはザラバの取引も認めるというやり方もあり得ることを考えた上で、 

ぜひ検討をお願いします。 

 以上です。 
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○稲垣座長  ありがとうございました。 

 秋池委員、お願いいたします。 

○秋池委員  先渡市場のことですけれども、５ページの論点の１につきましては、さま

ざまな市場ができてきていることもありますので、市場の利用者の分かりやすさが重要で

はないかと思います。例えば、ベースロード電源については、先月の中間論点整理で、市

場分断を踏まえて、複数エリアを設定するということで、北海道から東北、それから東

京・中部間、それから西というような３つの市場を設定したわけで、同様の形で、シンプ

ルに運用できるような方法が必要なのではないかと思っています。 

 それから、論点の２につきましては、費用対効果を検証して考えていくことが重要では

ないかと思います。 

 それから、論点の５ですけれども、これはいろいろな論点があるのですが、影響度の大

きさと、本当にできるのかということがありますので、すぐにできそうなことと、腰を据

えて検討することの仕分けを事務局にしていただいて、取り組んでいきたいと思います。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 それでは、新川委員、お願いいたします。 

○新川委員  ２点だけコメントです。１つ目は、特に東日本の分断に関する資料の分析

を拝見して、興味深く読ませていただきました。卸市場の活性化が、電力取引の活性化の

ためには必須だと思いますが、そのためには市場が人為的に操作されていないということ

に対する信頼がないと、多くの人たちが参加してきませんので、そういった意味で、監視

委員会による監視がきちんと行われていくことが必須の条件になってくるわけです。 

 そのときに、松村先生もおっしゃったように、市場のプライスだけではなくて、結局、

市場における有力な事業者がさまざまな役割を電力取引の中で果たしているわけで、その

１つが、今回、課題になっているインバランスですが、それ以外にも多くの重要な機能を

果たしておられると思います。それを幅広くみていって、相関関係、要するに合理性を欠

くような動きがあったときに、資料を要求するなりして、なぜそれが起こっているのか、

人為的なものではないのかということをきっちり監視していく、その監視が及んでいるこ

とが、市場に対する信頼を醸成していく中のベースになってくると思うので、今後もぜひ

こういった形で市場というか、取引全体の監視ですが行っていただければと思いました。 

 また、聴取できる情報の量も、かなりの量のいろいろな資料をとれるのだと改めて思い

ましたので、ぜひそういった検証を続けていっていただければと思います。 
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 先渡市場の方も、結局、卸市場の活性化をするためには、先渡のヘッジをかけられると

いう機能を持つことは重要だと思いますし、特に今後、再エネとか、いろいろな人たちが

電力に入ってくるときに、ヘッジをかけられる仕組みをつくっていくことが、日本におい

て重要になってくると思います。少なくとも今の先渡と呼ばれているものは、価格の設定

の仕方が全然先渡というか、先物になっていないと思いますので、制度を整えて、もっと

取引が増えていくような市場になっていくような方向で、これは割と喫緊にやらなければ

いけないものだと思いますが、制度を考えていく必要があるかなと思って拝見いたしまし

た。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、大橋委員、お願いいたします。 

○大橋委員  ありがとうございます。 

 まず、資料の６、７に関してですが、特定のトピックを拾って、こうした分析をするの

は事務局にしかできないことですので、今回、いろいろ仮説を立てられて、それについて

検証をしたのは一定の評価されるべきかなと思います。 

 電力が自由化して、経営を考えていく上で、燃料調達は重要な部分だと思います。その

意味で、こうした調達――今回は燃料の制約ですけれども、こうした部分は、調達の部分

であり得たのかなという感じは、何となく直感的にはいたしますが、そういう意味でいう

と、事務局の資料自体、そういうことなのかなと、その合理性は私は一定程度感じはしま

した。 

 資料８について、先渡市場の活性化に関してコメントを申し上げます。 

 まず、先渡市場の流動性が低いということに関して、市場の整備上の問題ではないかと

いうことで、論点を３つ挙げていただいていますが、こうした市場整備を一定程度やって

いくのは、当然重要なことかなと思います。短期にできる解決策として重要だと思いま

す。 

 ただ、もう少し考えなければいけないのは、先渡市場の流動性がないことが、先渡市場

の整備不足の問題なのかということは、もう少し議論する余地があるのかなと思います。

振り返って考えてみると、この場でもそうですが、市場の活性化ということは、市場＝ス

ポットで基本的にはずっと考えてきた部分があるのではないかと思います。 

 また、そうした中で、いろいろな自主的な取り組みを含めて、この場で事業者に要請を
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してきたということが、これまでやってきたことなのかなと思います。 

 事業者がそもそもスポット以外で調達するインセンティブがあったのかというところ

は、当然考えなければいけないのかなと。そもそも、スポットで調達するのは一番安いか

ら、ほかで調達を考える必要はない、要するにヘッジをする必要もないというマインドが

仮にもなかったかということを考えなければいけないと思います。 

 そういう観点でいうと、今回、先渡市場の論点をいただいたのは、実は非常に重要だと

思っていて、これまで市場の活性化ということで、まずスポットでということを一生懸命

やってきたわけですが、ちょっとフェーズを変えていく必要がこれからあるのではないか

という問題提起でもあると思います。 

 すなわち、先渡市場を活性化すればスポットの量は減るので、そういう意味でいうと、

市場の活性化の中できちっと先渡も見据えていこうということが、今回ご提起いただいた

点なのかなと思います。 

 スポットがどうして事業者にとって使い勝手がいいのかというのは、制度上の事情もあ

るのだと思いますが、そうしたことも当然俎上に乗せて議論していくべきなのかなと思い

ます。 

 他方、先渡市場は、スポット同様にＪＥＰＸがやっているのだと思いますが、ＪＥＰＸ

にとっても先渡市場を活性化するインセンティブをきちっと持ってもらっているのかとい

うか、そのようなところもきちっとＪＥＰＸに――これはちょっとよくわからないです

が、ＪＥＰＸ側も先渡市場をきちっと活性化するというインセンティブがあるのかどうか

ということも、当然みていかなければいけない点だろうと思います。 

 最後の点ですけれども、資料９ですが、ＨＪＫＳというのは、お伺いした限り、非常に

いいシステムなのではないかと思います。計画外停止の情報も含めて、過去のものも含め

てアベイラブルになっていくというのは、いろいろ事後検証する際にも使い勝手がいいシ

ステムなのかなと、話を伺って思いました。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございます。 

 國松委員、インセンティブの話が出ましたけれども、何かコメントはありますか、短

く。 

○國松ＪＥＰＸ企画業務部長  積極的にやっていきたいと思っています。 

○稲垣座長  それでは、中野オブザーバー。 
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○中野九州電力コーポレート戦略部門部長  ありがとうございます。 

 私の方から、資料８、先渡市場に関するコメントをさせていただければと思います。 

 先渡市場を活性化しやすい市場にすることにつきましては、創意工夫が必要かなと考え

ております。今回ご議論いただいていることに関しまして感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 また、事業者から丁寧に意見をお聞きいただきまして、これにつきましても重ねてお礼

を申し上げたいと思います。 

 一方、先渡市場につきまして、先ほど各委員からもありましたが、スポット市場との関

係性、それと今検討されていますベースロード電源市場との関係性、それと常時バック

アップとの関係性、ほかの市場との関係性も非常に強いものと認識してございまして、そ

れらを踏まえた課題解決も必要だと思ってございます。 

 常時バックアップにつきましては、今後、電力・ガス基本政策小委員会の中で検討され

る予定と聞いてございます。ほかの市場につきましても、それぞれの場でご議論いただけ

ればと考えております。 

 最後でございますが、具体的な検討に当たりましては、事業者として協力してまいりた

いと思いますが、先渡市場の活性化にどの程度貢献するのか、費用対効果のお話もござい

ましたが、こういうものをしっかり踏まえたところでのご検討をよろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、圓尾委員、お願いいたします。 

○圓尾委員  まず資料６、７です。こういった形で監視等委員会が市場をみていること

に関して、委員の皆さんから期待しているという旨のご発言をいただきましたので、もう

少し深堀をという意味で、お話します。まず西日本の方ですが、確かに需要が増えて、燃

料制約があってということは分かるのですが、このぐらいの需要増で値段がこんなにも上

がってしまうものか、と秋口から感じていました。 

 理由が２つ書いてあって、１つは需要増で、もう１つが原子力再稼働の遅れということ

です。２つ並べて書いてありますけれども、これは私も数値をちゃんと分析したわけでは

ないですが、原子力再稼働の遅れが結構インパクトとしてはでかくて、足し合わせた結

果、こうなっているのではないかと思っています。つまり、原子力再稼働の遅れがかなり
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長期間にわたるということで、年初に手配されていた化石燃料を相当使わざるを得ず、少

し需要が増えた時期に、なかなか石油会社さん等々も対応できなかったという、複合的な

要因なのだろうと思います。できれば分析の方も、原子力再稼働の遅れと、需要増と、ど

のくらいのマグニチュードになっているかをみておかないと、今後、もし原発が計画どお

りに動いたような状況でも、厳冬とか、猛暑になると、こういうことが再び起き得るのか

とか、マーケットのボラティリティボラティリティを把握する上でも、もう一歩踏み込ん

だ分析があったらいいと思いました。 

 それから、東側については、今回、計画外停止が主な原因だったということですが、こ

れも事務局が相当な労力をかけて分析していることをわかった上で言いますと、７月 19

日以外も、何とかサンプリングして調査を続けることで、本当にこれだけが原因なのか、

委員会としても把握しておく必要があると思いました。 

 それから、先渡市場については、前回申し上げたとおり、６ページのところでいえば、

パターン③のような形で、市場分断が起きているという事実を踏まえた上で、西、東、場

合によっては北海道も分けた市場を速やかにつくっていくことが大事だと思います。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、草薙委員、お願いいたします。 

○草薙委員  ありがとうございます。 

 資料６から、西日本のエリアプライスについて１点コメントと、それからＪＥＰＸ様に

資料９に基づいて、これは質問をさせていただきます。 

 まず資料６の 10 ページですけれども、事務局の方でまとめていただきました、西日本

エリアの価格上昇要因と今後の対応についての、②ブロック入札の２つ目のポツは大変重

要だと思っております。特に最後に書かれている、「約定の円滑化のため、既に一部の事

業者において自主的な努力も行われているが、今後、必要に応じて、ブロック入札の在り

方についても検証を行う必要がある」とございます。 

 事業者におかれましては、入札するブロックの個数の制約が解除されたということの趣

旨を踏まえて、ブロック入札を発電機ごとにごっそり入れるというようなことではなく

て、電源ミックスなどの手法も踏まえて、可能な限り、９ページのブロック入札③のよう

な形で、細かなブロック入札をしていただくことが望ましいと考えます。その方がはるか

に約定すると思います。 
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 以上は、コメントであります。 

 次に、ＪＥＰＸ様への質問ですけれども、資料９の３ページで、実際来週火曜日に切り

替えになる画面ということだと思うのですが、画面がビジュアルに充実していると思いま

すし、大変楽しみでございます。 

 ただ、真ん中あたりをみますと、稼働状況ですが、「※」にもありますように、発電形

式が設定されていないユニットは「その他」に計上されるということで、赤が「その他」

で多くございます。これは登録する際に選ばせるつくりになっていると思うのですが、こ

のようなシミュレーションなのかということをお伺いしたいと思います。検索機能も期待

が大きいと思いますので、念のために伺わせていただきます。 

 以上です。 

○稲垣座長  では、ただいまのご質問については、後ほどまとめてでもいいですか。 

 それでは、岩船委員、お願いいたします。 

○岩船委員  すみません。すごく素人的な発言で申しわけないのですけれども、今回、

丁寧に東日本、西日本の価格のことをチェックしていただいたわけですが、そもそもどこ

まで監視するのだろうという素朴な疑問があって、市場の価格は、需給のそれぞれの事情

に応じて決まるのだろう。もちろん市場の薄さとか、今は特定の事業者さんが支配的だか

ら、操作の可能性もあるとか、そういうものを監視しなくてはいけないというのは分かる

のですが、自由化というのは一定程度そういうリスクを含めてビジネスするということな

のではなかろうか。そういう意味で、全部監視していくのか、例えば変な動きが出たとき

だけ監視するというのでも、私はある程度十分なのではないかという気もしています。で

すから、監視するにもかなりの労力がかかると思いますので、その辺でバランスもあるの

かなという気もします。 

 例えば、スパイクが出るような市場だと、その価格に反応して、例えばＤＲ事業者がビ

ジネスできるみたいな話だってアメリカにはあるわけで、何もかも安定化させるのもおか

しいなという気が正直したということです。 

 あまりにもスポット市場が安定すれば、先渡市場が機能しないという話もあるわけで、

そのあたり、労力と効果のバランスを少し考えることも重要なのではないかという気もし

ました。 

 以上です。 

○稲垣座長  監視能力の高さをまた別な面からご評価いただいて、その先の点について
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までご提案いただいたということでございますが。 

 では、関連で。 

○辰巳委員  今のご意見に素朴な質問なのですけれども、市場監視を、何か起こったと

きだけすればいいというふうに私は受け取りました。常時監視しているから、何か変なこ

とが起こったというのが分かるのではないのかなという気もするのです。そのあたりはど

のように考えておられるのか、ちょっとお聞きしたかっただけです。以上です。 

○稲垣座長  それでは、そういうご意見を出されたということで、よろしいですか。 

○辰巳委員  そうですね。はい。 

○稲垣座長  それでは、中野オブザーバー、お願いいたします。 

○中野ＳＢパワー取締役ＣＯＯ  手短に済ませます。今日、東日本、西日本ともエリア

の分析をしていただき、ありがとうございます。非常に丁寧にご説明いただいており、理

解が深まりました。引き続きモニターをしていただけたらと思っています。 

 現在、特に規模の小さい新電力では、何が起きているかというと、(市場の高騰により)

日々のキャッシュフローの状態がどんどん悪くなっております。したがって、今回、ス

ポット取引に加え、先渡取引についてもご議論いただいておりますが、市場というものが

幾つかあったりとか、相対契約もあるわけですから、いろいろな角度からこれからもご議

論いただけたらと思っています。スポット取引だけに頼るというのは、規模の小さい事業

者にとっては非常に厳しい状態です。市場の高騰が何によって起きているかというのはま

た別な議論ですが、幾つか調達を組み合わせられるということが重要で、それは事業者の

リスク管理としては、当然の責任として、ヘッジであるとか、いろいろ考えなければいけ

ないことは十分承知しておりますが、一つの市場に頼るということがいかに厳しいか、

今、多くの新電力が感じていることではないかと思いますので、一言申し上げさせていた

だきました。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 それでは、皆様にご発言いただいたようでございますので、事務局から……。 

○木尾取引制度企画室長  非常にさまざまな多極的なご意見をいただきまして、ありが

とうございました。 

 まず資料６、７のやや個別性のある事象についてご説明させていただきますと、佐藤委

員から、予備率は西日本であったのではないかというご指摘がありました。こちらについ
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ては、エリアの予備率と旧一電の小売の予備率は若干違うところもあるということはご承

知の上でということだと思ってございますが、燃料制約のところが、予備率の表示の仕方

なのだと思いますが、現実には動くことはできないという事象もありますので、表示のと

ころについては、引き続きどういう形で適切な予備率を表示するのかというところについ

ては考えていきたいと思ってございます。 

 ｋＷｈで出すことは難しいことはわかったけれども、ｋＷではどうなのかということで

ございますが、同様に多くの時間帯で難しかったということだと思っております。 

 その他、市場監視の深さ、どの程度深いところでやっていくのかということについて

は、いろいろ宿題をいただきました。 

 あるいは、岩船委員からございましたが、自由化された後についての市場監視をどのよ

うにやっていくのかというところもご意見をいただきましたけれども、私どもとしては、

自由化前とルールがそもそも違う、市場は市場のルールがあるのだろうと思ってございま

す。相場操作であるとか、インサイダーであるとか、そういうルールをきちんと担保する

という観点からすると、常時モニタリングはしていかないといけないと思ってございます

し、やや違法行為があるかもしれない、疑われるという事案については、きちんとその要

因を分析することも必要だと思いますし、中野オブザーバーからご指摘がありましたが、

市場がスパイクをしているということであれば、そちらについても不断の注意を払ってい

かなければいけないということだと思ってございます。もちろんリソースの限界がござい

ますので、どうしても限界がありますが、やっていきたいと思ってございます。 

 先渡市場についても、多様なご意見をいただきました。秋池委員からご指摘がありまし

たけれども、市場利用者にとっての分かりやすさという観点、あるいはベースロード市場

等々の市場間の関係についても、明快な形で整理ができるように努力をしたいと思ってご

ざいます。 

 あるいは、オークションについても、私どもがご説明しなかったようなメリットについ

ても、松村委員からご説明をいただきましたけれども、そういったことを踏まえて、どう

いう形で優先順位をつけながら進めていくかということについて、引き続き検討したいと

思ってございます。 

 以上です。 

○稲垣座長  ありがとうございました。 

 市場監視については、事務局あるいは委員会の監視能力の一例を披瀝して、皆様からの
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ご意見を賜れるほどになっております。多くの皆さんから、今回の資料を通じて、事務局

の調査能力の高さについてのご評価をいただき、さらにご注文なり検討課題をいただいた

ということで、事務局においては、検討課題、それからご意見を踏まえて、監視の在り方

について、さらに精緻なもの、組織の目的に合ったものにするようにご努力いただきたい

と思います。 

 また、先渡市場、それから発電情報公開システムについては、それぞれの主体において

全体をみながらご努力いただいて、今後よりよいものにしていっていただきたいと思いま

す。 

 本日は、皆様のご協力をいただきまして、時間内に終えることができました。どうもあ

りがとうございました。 

 それでは、私の方から新川課長の方にまた移したいと思います。お願いします。 

○新川総務課長  次回の会合でございますが、日程につきましては、正式に決定次第、

改めてご連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○稲垣座長  それでは、今日はどうもありがとうございました。 

 これをもって、閉会いたします。 

――了――  

 


